
 

 

標記方法書の内容を環境保全の専門的見地から審査した結果、環境影響評価の

実施及び環境影響評価準備書の作成に当たっては、以下の事項に十分配慮する必

要がある。 

 

［大気環境］ 

〈騒音・振動〉 

（１）振動の調査に当たっては、家の構造や経年変化等で感じ方が異なる可能性

があるため、住民への聞き取り調査により測定値以外の状況を把握できるよ

う検討すること。 

 

［水環境］ 

〈水質〉 

（１）降雨時の水の濁りの測定に当たり、調査対象とする降水量の目安（増水が

見込まれる降水量）を設けるよう検討すること。また、平常時との比較のた

め増水時の水位の把握について検討すること。 

（２）水質の調査地点について、水の流れを再度精査の上、調査地点を追加する

こと。 

（３）地盤の補強工事を実施する場合、水環境等が影響を受ける可能性があるた

め、必要に応じて調査地点を追加すること。 

〈地下水〉 

（１）雨水を自然浸透又は既設水路を経由して沈砂池で浸透させる計画であるた

め、地下水の水質への影響について調査する必要がないか検討すること。 

（２）事業実施区域は、地下水の涵養域としての役割を果たしていると考えられ

ることから、事業実施前後における地下水の浸透能の比較について検討する

こと。 

 

［動物・植物・生態系］ 

〈植物〉 

（１）太陽光パネルの設置による日照環境の変化が植物にどのような影響を与え

るかについて、調査、予測、評価する必要性がないか検討すること。 

〈生態系〉 

（１）事業実施区域は、貴重な里山環境であるため、草原性のチョウ類の状況を

十分に把握できる調査を検討すること。 

 

［景観・人と自然との触れ合いの活動の場］ 

〈景観〉 

「アグリヒルズ・ソーラー山都発電事業環境影響評価方法書」に 

関する熊本県環境影響評価審査会意見 



 

（１）「阿蘇南外輪山満喫ルート」は、山都町を通るルートであるため、調査対象

となる地点がないか検討すること。 

 

 


